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第第１１章章 計計画画策策定定のの経経緯緯とと目目的的

第第１１節節 計計画画策策定定のの経経緯緯

１１－－１１－－１１ 整整備備基基本本計計画画のの策策定定経経緯緯

「金山峠の道と楢下宿とは、近世における羽州街道の様相をよく残す貴重な地域である」こと

から、平成９年（ ）９月 日、「羽州街道 楢下宿・金山越」として国史跡に指定された。

なお「羽州街道楢下宿」は、平成７年（ ）６月９日に建設省（当時）が「歴史国道」に、

「羽州街道－金山峠越」は、平成８年（ ） 月１日に文化庁が「歴史の道百選」にそれぞれ

選定している。

平成 年度（ ）、山形県教育委員会は文化庁の

「歴史の道」事業の一環として史跡の将来的な「整備

活用計画」を策定した。

平成 年（ ）７月９日から 日にかけての豪雨

で金山を南北に流れる金山川が氾濫し、現地で発生し

た土石流の影響で、史跡金山越の 箇所が被災し、街

道路肩の野面石積み崩落や街道路面の洗堀等、甚大な

被害が生じた（図１）。この発災を受け、上山市教育

委員会では有識者からなる「史跡羽州街道楢下宿金山

越災害復旧検討委員会（阿子島 功委員長、他委員４

名）」を組織し、文化庁及び山形県教育委員会の指導

のもと、平成 ・ 年度（ ・ ）の２か年事業

として災害復旧（発掘調査・復旧工事）に取り組み、

平成 年（ ）３月に「史跡羽州街道楢下宿金山越

災害復旧報告書」を刊行した。

この災害復旧を契機に、上述の「整備活用計画」策

定から 年が経過していることから、史跡の適正な保

存と活用を図るため、上山市教育委員会は史跡の保存

活用計画の策定に着手した。

１１－－１１－－２２ 保保存存活活用用計計画画のの策策定定

史跡保存活用計画を策定するに当たり、史跡を構成

する要素を改めて検出するため、平成 年度（ ）

に「史跡羽州街道楢下宿金山越調査委員会（阿子島

功委員長、他委員７名）」を組織し、金山越エリアで

街道関連遺構の発掘調査と金山越に関する史料調査を

実施し（図２）、平成 年（ ）３月に「史跡羽州

街道楢下宿金山越発掘調査報告書」を刊行した。

図１ 豪雨に伴い発生した土石流で金山越の

羽州街道 か所が被災。平成 年 ７

月９日～ 日

図２ 金山越エリアで街道関連遺構調査を実

施。写真は羽州街道沿いにある文政２年

建立の馬頭塔（史跡外／未指定）



平成 年度（ ）は調査対象を金山越エリアから

楢下宿エリアに移し、「史跡羽州街道楢下宿金山越調

査委員会（北野博司委員長、他委員 名）」を組織し

て、東北芸術工科大学と楢下宿の文化財・文化遺産の

分布調査を実施した（図３）。

また、平成 年度（ ）に「史跡羽州街道楢下宿

金山越保存活用計画策定委員会（北野博司委員長、他

委員 名）」を組織し、楢下宿エリアにおける東北芸

術工科大学との調査を継続しつつ、文化庁及び山形県

教育委員会の指導のもと、平成 年（ ）３月に

「史跡羽州街道楢下宿金山越保存活用計画」を刊行し

た。

表１ 整備基本計画策定までの経緯

年 月 日 内 容

平成９年 ９月 日 史跡指定を受ける。【文部省告示第 号】

平成 年度（ ）
山形県教育委員会で「山形県歴史の道総合計画（羽州街道 金山峠

越）報告書」を策定する。

平成 年（ ）

７月９日～ 日

豪雨に伴い金山を南北に流れる金山川が氾濫し、現地で発生した土

石流の影響で史跡金山越の 箇所が被災する。

平成 ・ 年度

（ ・ ）

史跡災害復旧検討委員会を組織し、史跡金山越の災害復旧を２か年

で実施する。災害復旧工事に先立ち、被災した 箇所のうちの５箇

所で遺構の確認調査を実施し、野面石積みや石組排水溝等を検出す

る。「史跡羽州街道楢下宿金山越災害復旧報告書」を刊行する。

平成 年度（ ） 史跡調査委員会を組織し、金山越エリアで街道関連遺構の発掘調査

と金山越に関する史料調査を実施する。「史跡羽州街道楢下宿金山

越発掘調査報告書」を刊行する。

平成 年度（ ） 史跡調査委員会を組織し、楢下宿エリアで文化財・文化遺産の分布

調査を実施する。

平成 年度（ ） 史跡保存活用計画策定委員会を組織し、楢下宿エリアで文化財・文

化遺産の分布調査を継続する。「史跡羽州街道楢下宿金山越保存活

用計画」を刊行する。

令和元年度（ ） 史跡整備基本計画策定委員会を組織し、「整備基本計画」策定に着

手する。

令和２年度（ ） 史跡整備基本計画策定委員会で話し合いを重ね、「史跡羽州街道楢

下宿金山越整備基本計画」を刊行する。

図３ 平成 ～ 年度 ～ 、楢下宿

エリアで東北芸術工科大学と文化財分布調査

を実施
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第第２２節節 計計画画のの目目的的とと位位置置づづけけ

１１－－２２－－１１ 計計画画のの目目的的

史跡羽州街道楢下宿金山越の「整備基本計画」は、上山市教育委員会が平成 年（ ）３月

に策定した史跡羽州街道楢下宿金山越「保存活用計画」に基づき、史跡羽州街道楢下宿金山越を

適正に保存すると同時に、ふるさとの歴史を今に伝える文化遺産として正しく活用するために策

定する。

■整備基本計画の位置づけ

第第３３節節 委委員員会会のの設設置置・・経経緯緯

１１－－３３－－１１ 委委員員会会のの設設置置

史跡羽州街道楢下宿金山越整備基本計画策定委員

会（以下「委員会」という。）は「史跡羽州街道楢下

宿金山越整備基本計画策定委員会設置要綱」に基づ

いて平成 年度（ ）に設置された（図４）。

委員会の委員については、上山市教育委員会が委 図４ 第１回委員会で委員を委嘱



嘱し、第１回委員会の席において、互選により委員長に北野博司氏、副委員長に阿子島功氏がそ

れぞれ選出された。

なお、当該委員会の事務局は、上山市教育委員会生涯学習課文化財・文化芸術係が務めた。

史跡羽州街道楢下宿金山越整備基本計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 史跡羽州街道楢下宿金山越を正しく後世に継承するとともに、史跡の価値をより一層高め、

その利活用を図ることを通して地域のさらなる活性化に寄与するため、史跡羽州街道楢下宿金山

越整備基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、前条の目的を達するために次の任務を行う。

（１） 史跡の調査に関する助言及び指導

（２） 史跡の整備基本計画の策定に関する助言及び指導

（３） その他必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、次の各号に定める者をもって組織する。

（１） 地理学、考古学、自然科学、郷土史、建築及び文化財関係の有識者

（２） 計画策定対象エリアとなる楢下宿の住民

（３） その他学識経験者

（委嘱）

第４条 前条に定める委員は、上山市教育委員会が委嘱する。

（定数）

第５条 委員の定数は、 名以内とする。

（任期）

第６条 委員の任期は、委嘱の日から令和３年３月 日までとする。

（委員長及び副委員長）

第７条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第８条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

２ 委員会の会議には、必要に応じて有識者を招集することができる。

（事務局）

第９条 委員会の事務を処理するため、事務局を生涯学習課に置く。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、上山市教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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表２ 史跡羽州街道楢下宿金山越整備基本計画策定委員会委員（ 音順）

分 野 氏名（敬称略） 備 考

自然地理学 阿子島 功 山形大学名誉教授 ※策定委員会副会長

学識経験者 荒木 雄之 上山市文化財専門員

歴史学 鎌上 宏 上山市文化財保護審議会会長

考古学 北野 博司 東北芸術工科大学教授 ※策定委員会会長

歴史学 齋藤 光 歴史の道調査委員

歴史学 長南 伸治
公益財団法人上山城郷土資料館学芸員

上山市文化財保護審議会委員

建築学 山畑 信博 東北芸術工科大学教授

地元住民

木村 敬司 楢下地区会代表（楢下地区会会長） 【令和元年度】

木村 武吉 楢下地区会代表（楢下地区会副会長）【令和２年度】

佐藤 豊 楢下宿保存会代表

佐藤 三雄 羽州街道「楢下宿」研究会代表

アドバイザー 山下 信一郎
文化庁文化財第二課史跡部門

主任文化財調査官

アドバイザー 安藤 紀子

山形県教育委員会文化財・生涯学習課

文化財振興主査 【令和元年度】

山形県観光文化スポーツ部文化振興・文化財課

文化財保存主査 【令和２年度】

※委嘱期間：令和元年（ ）５月 日～令和３年（ ）３月 日

１１－－３３－－２２ 委委員員会会のの経経緯緯

史跡羽州街道楢下宿金山越整備基本計画を策定するため、以下の通り、委員会を開催し協議・

検討を重ねた。

表３ 委員会の経緯

委員会 開催日 主な報告・協議事項

第１回 令和元年

（ ）

・委員委嘱

・委員長・副委員長の選任



委員会 開催日 主な報告・協議事項

第１回 令和元年

（ ）

５月 日

【報告】

・平成 年度の発災から保存活用計画策定までの経緯について

・整備基本計画策定に向けたスケジュールについて

・今年度の史跡関連調査の計画について

・史跡における保存及び活用に向けた住民主導の活動について

【協議】

・史跡羽州街道楢下宿金山越の現状について

・保存活用計画に基づく整備基本計画の構成について

第２回 令和元年

（ ）

月３日

・楢下宿の現況視察（動線、宿場の景観・視点場、現況表示物等確認）

【報告】

・整備基本計画策定に向けたスケジュールの変更について

・史跡に関連する市民活動や調査の実施状況について

【協議】

・楢下宿の視察に基づく史跡の現状と課題について

・整備基本計画（第１章～第４章）について

・史跡の整備について

第３回 令和２年

（ ）

１月 日

【報告】

・ 金山越 市民史跡保全活動／上山市立宮川小学校による史跡探訪

・ 楢下宿 宮地屋文書調査／かみのやま草屋根プロジェクト

【協議】

・楢下宿「塩屋（齋藤家）」の現状変更について

・整備基本計画第５章（案）について

第４回 令和２年

（ ）

９月 日

【報告】

・楢下宿本陣「塩屋（齋藤家）」現状変更の進捗について

【協議】

・整備基本計画第５章（案）について

第５回 令和３年

（ ）

１月 日

【報告】

・楢下宿本陣「塩屋（齋藤家）」現状変更の進捗について

・楢下宿「覗橋」の毀損について

【協議】

・整備基本計画第５章（案）について

第６回 令和３年

（ ）

３月 日

【報告】

・楢下宿本陣「塩屋（齋藤家）」現状変更の進捗について

・楢下宿「覗橋」の毀損について

【協議】

・整備基本計画（案）について

パブリックコメント
募集期間：令和３年（ ）

３月１日（月）～ 日（金）
寄せられた意見等 ／ 無



委員会 開催日 主な報告・協議事項
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・今年度の史跡関連調査の計画について

・史跡における保存及び活用に向けた住民主導の活動について

【協議】

・史跡羽州街道楢下宿金山越の現状について

・保存活用計画に基づく整備基本計画の構成について

第２回 令和元年

（ ）

月３日

・楢下宿の現況視察（動線、宿場の景観・視点場、現況表示物等確認）

【報告】

・整備基本計画策定に向けたスケジュールの変更について

・史跡に関連する市民活動や調査の実施状況について

【協議】

・楢下宿の視察に基づく史跡の現状と課題について

・整備基本計画（第１章～第４章）について

・史跡の整備について

第３回 令和２年

（ ）

１月 日

【報告】

・ 金山越 市民史跡保全活動／上山市立宮川小学校による史跡探訪

・ 楢下宿 宮地屋文書調査／かみのやま草屋根プロジェクト

【協議】

・楢下宿「塩屋（齋藤家）」の現状変更について

・整備基本計画第５章（案）について

第４回 令和２年

（ ）

９月 日

【報告】

・楢下宿本陣「塩屋（齋藤家）」現状変更の進捗について

【協議】

・整備基本計画第５章（案）について

第５回 令和３年

（ ）

１月 日

【報告】

・楢下宿本陣「塩屋（齋藤家）」現状変更の進捗について

・楢下宿「覗橋」の毀損について

【協議】

・整備基本計画第５章（案）について

第６回 令和３年

（ ）

３月 日

【報告】

・楢下宿本陣「塩屋（齋藤家）」現状変更の進捗について

・楢下宿「覗橋」の毀損について

【協議】

・整備基本計画（案）について

パブリックコメント
募集期間：令和３年（ ）

３月１日（月）～ 日（金）
寄せられた意見等 ／ 無

第第４４節節 山山形形県県及及びび上上山山市市のの各各計計画画とと本本計計画画ととのの関関連連

１１－－４４－－１１ 山山形形県県のの計計画画

（１）山形県歴史の道総合計画（羽州街道 金山峠越）

平成 年度（ ）、山形県教育委員会が「歴史の道」

総合計画の一環として、楢下宿及び金山越の各エリアにつ

いて「整備活用計画」を策定した。

１１－－４４－－２２ 上上山山市市のの計計画画

（１）第７次上山市振興計画（後期基本計画）

令和２年策定。「国史跡羽州街道楢下宿金山越の保存・活

用・整備を進めるほか、文化財保護に携わる保存会等の活

動支援や、ふるさとに伝わる郷土芸能の資料収集及び情報

発信等を通して、文化財を核とした地域コミュニティの絆

をより一層深める」（図５／図６）。

（２）上山市地域防災計画

平成 年（ ）策定、令和２年（ ）追録。

文化財の防災対策として、「防災計画の策定」「自衛組織

の編成」「避難体制の確立」「防災設備等の整備」を定める。

また、災害が発生した場合には「文化財の被災の防止又は

軽減に努める」、「建造物に観覧者等がいる場合は、人命の

安全確保の措置を行う」、「被害が発生した場合は、直ちに

市教育委員会を通じて県教育委員会に報告する」。

（３）上山市国土利用計画

平成 年（ ）策定。令和２年（ ）までの本市の

土地利用の方向性を示す。楢下と金山を含む「市域東南部」

については「優良農地を確保し、生産基盤を整備するとと

もに、フルーツライン、国指定史跡『羽州街道楢下宿・金

山越』等を整備しながら、観光との有機的な連携により、

活力ある地域を形成していく」（図７）。

（４）上山市公共施設等総合管理計画

平成 年（ ）策定。楢下宿を含む市内の文化財施設

について、定期点検を継続しながら「茅葺職人と（中略）

茅等材料の確保」「茅葺きの歴史的建造物の（中略）長寿命

化」「来館者の安全確保」を図るため、「歴史的建造物群の

中長期的な修繕計画を検討し」「管理を委託している団体と

の情報の共有に努める」（図８）。

図５ 史跡を核とした楢下宿の歴史まちづくり

図６ 史跡来訪者を地域で受け入れる取組み

図７ 楢下宿の豊かな季節の移り変わり

図８ 地域の茅葺文化を地域で保存継承する

ため楢下宿で進められている茅場の再生

（かみのやま草屋根プロジェクト）



（５）第２期上山市快適環境基本計画

平成 年（ ）策定。「上山市は、城下町、宿場町及び

温泉町が一体となった、全国でも珍しい都市で、古くから培

ってきた歴史や文化を様々な場所や行事に垣間見ることが

でき」、「これらの歴史や文化は、広く市民に親しまれ、上山

独自の環境や景観の形成に大きく寄与するとともに、観光誘

客にも重要な役割を果たして」いる。「これらは長い時間を

かけて地域の自然、風土の中で育まれており、私たちと自然

との関わりを教えてくれるものも多く、適切な保全と継承が

必要」である（図９）。

（６）上山農業振興地域整備計画

昭和 年（ ）策定。平成 年（ ）改定。

用途区分に基づく農用地区域「本庄地区（Ｆ）」に設定され、

「京塚集落から楢下集落にかけて東地区との間に展開する

農用地は、田と畑が半々の割合となっており、他については、

県営ほ場整備事業、県営経営体育成基盤整備事業の区域内で

あり、水田及び果樹園への転換田として、畑については基盤

整備が未実施な果樹園として利用されている。歴史国道とし

ての楢下宿の保存との調整を図りながら農道等の整備を推

進し農地としての利用を進める」（図 ）。

（７）上山市森林整備計画

令和２年（ ）策定。「公益的機能別施業森林区域」と

し、楢下は背後の大水沢山が、金山越では沿道の東斜面が

「土地に関する災害の防止、土壌の保全の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき森林」「木材等生産機能

の維持増進を図る森林」に設定され、前者については「伐採

による機能低下防止を図るため、標準伐採木のおおむね２

倍の林齢を標準とするとともに皆伐については、１箇所あ

たりの面積を 以下を標準とする」（図 ）。

（８）上山市鳥獣被害防止計画

平成 年（ ）策定。令和２年（ ）一部変更。

楢下と金山はいずれも鳥獣被害地域に指定されており、

両地区ともに捕獲用の檻が設置されている。近年はイノシ

シの被害が急速に拡大しており、食害による農作物の被害

だけでなく、掘り起し等の金額に表れない被害も生じてい

る（図 ）。

図９ 雄大な自然環境と街道沿いの集落景観

図 楢下宿の豊かな農地

図 楢下宿の景観を形成する大水沢山

図 楢下宿は農産物の鳥獣被害地域
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図９ 雄大な自然環境と街道沿いの集落景観

図 楢下宿の豊かな農地

図 楢下宿の景観を形成する大水沢山

図 楢下宿は農産物の鳥獣被害地域

（９）上山市橋梁長寿命化修繕計画

平成 年（ ）策定。平成 年（ ）改定。

平成 年の道路法施行規則の一部改正により、翌 年

から定期点検を実施し、市が管理する橋梁の健全性を診

断。その結果を基に「橋梁個別施設計画」へ随時反映さ

せ、橋梁長寿命化修繕計画を見直す。楢下地内にある“新

橋（図 ）”と“覗橋”は、上山市指定文化財のため管理

区分を予防保全型（戦略的管理）と設定している。平成

年及び令和２年の点検・診断の結果、判定区分は「Ⅱ予防

保全段階」として、「構造物の機能に支障が生じていない

が、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状

態」としている。

（ ）第２期上山市教育等の振興に関する大綱

令和２年（ ）策定。基本方針「文化財の保存活用」

として、「郷土の地域資源である文化財を適正に保存管

理、調査、継承することで、地域の魅力を一層高めるとと

もに、文化財を活用した様々な学びと保全活用を通し地

域の絆を深め、郷土愛を育む」としている（図 ）。

図 明治期に作られた新橋

図 文化財を活かしたふるさと学習

図 昭和 年頃の楢下の風景写真（齋藤 光委員提供）



各計画と本計画との関係性は図 の通りである。

図 各計画との相関図

図 金山越エリアの羽州街道。往時の面影を今に伝える


